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紅葉苑デイサービスセンター絆 重要事項説明書 

 
当事業所は、デイサービスの提供にあたり、事業所の概要や提供されるサービスの内容及び

サービスの利用にあたってご注意いただきたい事項について次の通り説明します。 
 
１．事業者 

・法 人 名  社会福祉法人 松山会 
・法人所在地  大分市下郡山の手２番１７号 
・Ｔ Ｅ Ｌ  ０９７－５６７－３７３３  ＦＡＸ ０９７－５６７－３７６０ 
・代表者氏名  理事長 大角 秀一 
・設   立  昭和５６年９月１６日 

 
２．事業所の概要 

・事業所の種類  認知症対応型通所介護 
・事業所の目的  介護保険法に従い、高齢者が自らの在宅生活においてその有する能力

に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援

することを目的として、認知症対応型通所介護サービスを提供します。 
・事業所の名称  紅葉苑デイサービスセンター絆 
・事業所所在地  大分市大字羽田字菖蒲田７３番地の６ 
・Ｔ Ｅ Ｌ   ０９７－５７４－５８８５ ＦＡＸ ０９７－５７４－５８８６ 
・事業所長名   田嶋 大介 
・運 営 方 針   利用者のニーズを中心に据え、四季折々の行事も取り入れながら、利

用者がデイサービスの利用により、その在宅生活に張りを持ち、生き

がいを感じられるよう、心身両面における機能の維持・強化に向けた

支援をすることを基本としてサービスの提供を心掛けます。 
・開設年月日   平成２３年４月１日 
・定   員   １２名 

 
 
３．事業実施地域及び営業時間 

・事業実施地域  大分市内全域 
・営業日及び営業時間  毎週月曜日～土曜日 

９時００分～１７時００分 
  ・サービス提供時間   ９時３０分～１５時３０分 
 
４．職員の配置状況 

当事業所では、サービスを提供する職員として以下の職員を配置しております。 
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・事業所長（管理者） 常 勤 １名 
・生活相談員     常 勤 ２名 （兼務） 
・看護職員      非常勤 ２名 （兼務） 
・介護職員      非常勤 ２名 （兼務） 

  ・機能訓練指導員   常 勤 １名 （兼務） 
 
５．提供できるサービスと利用料金 
（１）当事業所が提供するサービスについては、利用料金が介護保険からの給付対象となる

サービスと、給付対象とはならず全額利用者の自己負担となるサービスの２種類があ

ります。 
（２）介護保険の給付の対象となるサービス（自己負担１割または 2 割） 

イ．食  事・・・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養面や利用

者の心身の状況等を勘案した食事を提供致します。 
①利用者の自立支援のため自力で食事をとっていただくことを

原則にしておりますが、一人で食べられない方々については食

事介助を致します。 
②食事時間は正午からですが、個々の状況に応じて対応致します。 

ロ．入  浴・・・入浴は、一般浴と特別浴とし、利用者の都合によって入浴してい

ただき、入浴介助や洗髪のお手伝いも致します。 
ハ．排  泄・・・①排泄の介助も行います。 

②排泄の自立を促すため、利用者の心身機能を最大限に活用した

援助を行います。（おむつは持参していただきます） 
ニ．機能訓練・・・機能訓練は、利用者が在宅生活を維持するための身体機能の維持

強化のために極めて重要でありますので、計画的に機能訓練を実

施致します。 
以上各サービスについては、介護保険給付対象でありますので、利用者のそれぞれの要

介護度及びその日のサービス利用状況に応じてそのサービス利用料金から介護保険給

付額を除いた金額（自己負担額）をお支払いいただきます。 
＜１日当たりの利用料金＞ 

イ．１日当たりの利用料金は、 
・利用者の介護度 
・その日のデイサービスの利用時間 
・入浴の状況 
などによって加算や減算がありますので、利用者一律の利用料金ではないことを

ご理解下さい。 
ロ．介護保険からの給付について国の方針が変更され、給付額が変更になった場合は

その額に合わせて利用者の自己負担額を変更することとなります。 
ハ．標準的な基本利用料金は次の通りです。 
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＜Ⅰ 介護保険対象者＞ 

区  分 
要介護 1 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

下欄のうち上段は利用時間３～５時間、下段は５～７時間 

利用者の要介護度と 

サービス利用料金 

５６４０ 

８６５０ 

６２００ 

９５８０ 

６７８０ 

１０５００ 

７３５０ 

１１４３０ 

７９２０ 

１２３６０ 

うち、介護保険から 

給付される金額 

５０７６ 

７７８５ 

５５８０ 

８６２２ 

６１０２ 

９４５０ 

６６１５ 

１０２８７ 

７１２８ 

１１１２４ 

サービス利用に係る 

自己負担額 

５６４ 

８６５ 

６２０ 

９５８ 

６７８ 

１０５０ 

７３５ 

１１４３ 

７９２ 

１２３６ 

＜Ⅱ 介護予防対象者＞ 

区  分 

要支援１ 要支援２  
下欄のうち上段は利用時間 

３～５時間、下段は５～７時間 

 

利用者の要介護度と 

サービス利用料金 

４９３０ 

７４９０ 

５４６０ 

８３６０ 

 

うち、介護保険から 

給付される金額 

４４３７ 

６７４１ 

４９１４ 

７５２４ 

 

サービス利用に係る 

自己負担額 

４９３ 

７４９ 

５４６ 

８３６ 

 

上記の料金に次の通り加算され、その１割が自己負担となります。 

・入 浴 加 算  一般入浴・特別浴介助４００円の１割額（４０円） 

・若年性認知症利用者受入加算 ６００円の１割額（６０円） 

・介護職員処遇加算Ⅱ 基本サービス費に各種加算を加えた総単位数７，６％（月毎） 

◎送迎減算（プランに送迎がない場合） 片道につき－４７０円の１割額（－４７円） 

※一定所得以上の方は、２割負担の場合があります。 

 

（３）介護保険の給付対象とならないサービス 

イ．食    費・・・昼食代（おやつ代含） ６００円 

ロ．複写物の交付・・・複写物（コピー）を必要とする場合は、１枚につき１０円をご負担いた

だきます。 

ハ．その他の経費・・・日常生活用品など利用者の個人的利用にかかる物品（例えば歯磨き粉、

歯ブラシ、重度者のおむつ等）については、それぞれ実費をご負担いた

だきます。 

 

（４）利用料金のお支払方法 
前記（２）及び（３）についての利用料金及び費用については、請求を月末締めとし、 
その翌月に、ご契約頂いた金融機関口座より、振替または引落しさせて頂きます。 
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なお、支払い方法等について特段の事情がある場合は別途協議させていただきます。 
（５）利用の中止、変更、追加 

イ．利用予定日の前に、利用者のご都合によりサービスの利用を中止、変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施

日の前日（その日が休日の場合は前々日）までに事業者あてにお申し出下さい。 
ロ．利用予定日の前日までにお申し出がなく、当日になって利用を中止された場合は、

利用準備のために要した食費等をご負担いただく場合がありますのでご了承下さ

い。なお、体調不良等でやむを得ない事由、または天災地変等の場合はこの限りで

はありません。 
ハ．サービス利用の変更、追加等の申し出に対し、ケアプランの進捗状況や事業所の状

況等によって調整が必要な場合は、利用者、関係機関等を含めた協議によりサービ

ス内容を決定させていただきます。 
 
６．守秘義務 

①当事業所は、個人情報保護法及び厚生労働省ガイドラインに基づき、サービスを提供す

る上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、利用者又は第三

者の生命、身体等に危険がある場合など、正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契

約終了後も含めて、第三者に漏らさないものとします。 
②当事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密・個人

情報を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密・個人情報を保持

すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 
 
７．緊急時の対応 

サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合には、必要に応じて

臨時応急手当を行うとともに、速やかに協力病院へ連絡を行い、指示を求める等の必要な

措置を講じます。 
 
８．事故発生時の対応 

①利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、

居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
②事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 
９．苦情受付について 
（１）当事業所における苦情受付 

当事業所における苦情の受付窓口は次の通りです。 
・当施設における苦情の受付 
・ご意見箱（デイサービスセンター玄関口に備え付けてあります） 
・受付担当 
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山本 初美  ＴＥＬ ０９７－５７４－５８８５ 
緑風苑（法人）サービス相談委員会 
委員長 原田 晃   ＴＥＬ ０９７－５６８－８３６７ 

委 員 衛藤不二子  ＴＥＬ ０９７－５６９－２２８９ 

委 員 片山とも子  ＴＥＬ ０９７－５６９－３１５９ 

・受付時間 

ご意見箱は、常時投函できます。 

受付窓口の時間については、月曜日から金曜日の午前８時から午後５時までです。 

（２）外部の受付機関として、 

大分市役所長寿福祉課 

ＴＥＬ 代表 ０９７－５３４－６１１１ 

大分県国民健康保険団体連合会 

ＴＥＬ ０９７－５３４－８４７０ 

大分県社会福祉協議会 

ＴＥＬ ０９７－５５８－０３００ 

などでも福祉サービスにかかる諸々の苦情、相談などを受け付けております。 
 
平成   年   月   日 
 
サービスの提供開始にあたり、本書面ならびに付属文書に基づき当事業所が提供するサービ

スに関する重要事項の説明を行いました。 
 

紅葉苑デイサービスセンター絆 
説 明 員   職 名 

氏 名                  ㊞ 
 
 
私は、本書面ならびに付属文書に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、サービスの提

供の開始に同意しました。 
 

利 用 者   住 所 
氏 名                  ㊞ 
 

利用者代理人  住 所 
氏 名                  ㊞ 


